
危機管理体制の見直しについて 
 

９月８日に開催した「緊急広域災害対策本部会議」において、飯泉本部長から、「広

域災害を鑑みた危機管理体制の見直し」についてご提案があったことを踏まえ、次の

とおり手続きを行うこととしたい。 

 

１ 緊急広域災害対策本部の在り方 

 (1) 見直し内容・協定実施細目の改定 

・全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（以下「協定」とい

う。）実施細目第４条「緊急広域災害対策本部の組織」について、 
 
① 現行の本部長（全国知事会長）及び副本部長（危機管理・防災特別委員

長）の体制に加えて、全国７ブロック幹事県知事及び危機管理・防災特別

委員会副委員長を本部員とする 
 
② 広域災害時には、構成員として全都道府県知事の参画を求める形とする 

 

・なお、①及び②については、９月 24 日付「緊急広域災害対策本部組織に係る暫

定的な対応について」において協定実施細目改定までの間の暫定的な対応を各都

道府県知事あてお願いし、10 月開催の本委員会（本日）で正式にご了承を得る

ことと整理していたもの。 

 

 (2) 改定箇所 

   協定実施細目第４条（緊急広域災害対策本部の組織） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 改定時期 

本委員会で了承いただいた後、会長名で各都道府県知事あて通知し、 

通知日より運用開始とする 

 

２ 危機管理・防災特別委員会の構成 

本部会議では、飯泉本部長から、「全ての都道府県知事の危機管理・防災特別委員

会への参加」についても言及があった。 

前回の本委員会開催時（８月 21 日）に未参加であった３府県について、本日まで

に選任済みとなっている。 

このため、本日開催の本委員会から、全ての都道府県知事が委員として開催される

形となり、危機管理体制の強化が図られている。 

【改定案】 

（緊急広域災害対策本部の組織） 
第４条 協定第６条第１項に定める緊急広域災害対策本部は、本部長である全国知事会会長及び、副
本部長である全国知事会危機管理・防災特別委員会委員長の下、各ブロック幹事県知事及び危機管

理・防災特別委員会副委員長を本部員として構成する。 
２ 本部長は、前項に定める本部員以外の都道府県知事について、必要に応じて緊急広域災害対策本

部への参画を求めることができる。 
３ その他、緊急広域災害対策本部の運営に必要な事項は、全国知事会事務局において別に定める。 
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